
瓜
研
究
ノ
ー
ト
>

立
正
安
国
論
に
学
ぶ

災
難
の
対
策
-
誘
法
禁
断
の
菩
薩
行

へ
第
七
問
答
)研

究
員
渡

辺

信

勝

第
七
番
問
答
は
、
十
番
問
答
の
中
で
最
も
長
い
文
章
で
あ
り
、
六
番
問
答
ま
で
の
、
念
仏
の
邪
法
を
禁
断
す
る
事
に
よ
り
、
は
じ
め
て
諸

の
災
害
を
防
ぐ
こ
と
が
出
来
る
と
し
、
経
文
に
そ
の
証
拠
あ
り
と
し
て
論
証
す
る
形
式
を
と
る
文
脈
の
中
に
あ
り
「
災
難
の
対
策
」
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
此
の
七
番
問
答
の
引
用
経
典
に
よ
り
、
聖
人
の
生
涯
を
通
じ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
語
法
思
想
」

の
一
面
を
知
る
事

が
出
来
る
が
、
聖
人
の
『
立
正
安
国
論
』

に
於
け
る
問
題
点
の
表
現
等
の
そ
の
後
の
変
化
に
つ
い
て
は
、

邪
法
を
信
じ
る
←
正
法
を
信
じ
な
い
←
日
蓮
を
迫
害
す
る
。

聖
意
は
愚
人
は
知
り
難
い
が
、
大
智
慧
の
者
に
は
本
論
に
真
言
、
天
台
等
の
批
判
も
あ
る
事
が
わ
か
る
と
い
お
れ
る
。
(
『
本
尊
問
答
抄
』

定
一
五
八
二
、
『
阿
仏
房
尼
御
返
事
』
定
一
一
〇
九
、
等
『
日
蓮
宗
事
典
』
立
正
安
国
論
四
一
八
参
考
)

と
、
既
に
先
師
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
ま
た
『
法
華
経
』
を
予
言
の
書
と
し
て
信
解
し
自
身
を
晩
年
上
行
応
化
日
蓮
と
公

示
し
た
聖
人
は
、

肇
公
之
翻
経
記
云
、
大
師
須
梨
耶
蘇
摩
左
手
持
二
法
華
経
一
石
手
厚
二
羅
什
頂
一
授
与
云
、
仏
日
西
入
違
耀
将
レ
及
レ
東
、
此
経
典
有
縁
於
東
北
汝
憤
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伝
弘
云
云
。
子
持
二
見
此
記
文
一
両
眼
如
レ
瀧
一
身
循
レ
悦
。
此
経
典
有
レ
縁
二
於
東
北
一
三
言
(
『
曽
谷
抄
』
走
九
〇
九
)

慈
覚
・
智
証
の
二
人
は
言
は
儒
教
大
師
の
御
弟
子
と
は
な
の
ら
せ
給
へ
ど
も
心
は
弟
子
に
あ
ら
ず
。
其
故
は
此
書
云
、
謹
著
二
依
惣
菜
一

巻
一
贈
二
同
我
後
哲
一
等
云
云
。
同
我
の
二
手
は
、
真
言
宗
は
天
台
宗
に
劣
と
な
ら
ひ
て
こ
そ
同
我
に
て
は
あ
る
ぺ
け
れ
。
(
『
報
恩
抄
』
走
一

二
一
六
)

文
永
十
一
年
大
歳
甲
戌
十
二
月

日
甲
斐
国
波
木
井
郷
於
山
中
図
之
、
大
覚
世
尊
御
入
滅
後
経
歴
二
千
二
百
二
十
余
年
離
爾
月
漢
日
三

ヶ
国
之
間
未
有
此
大
本
尊
或
知
不
弘
之
或
不
知
之
我
慈
父
以
傭
智
隠
留
之
為
末
代
残
之
後
五
百
歳
之
時
上
行
菩
薩
出
現
於
世
始
弘
宣
之

(
保
田
妙
本
寺
蔵
御
本
尊
)

等
の
文
意
も
見
ら
れ
、

嘉
祥
大
師
の
法
華
玄
を
見
る
に
い
た
う
法
華
経
ヲ
誘
た
る
疏
に
は
あ
ら
ず
。
但
法
華
経
と
諸
大
乗
経
と
は
門
は
浅
深
あ
れ
ど
も
心
は
一
と

か
き
て
こ
そ
候
へ
、
此
が
語
法
の
根
本
に
て
候
か
(
『
報
恩
抄
』
定
一
二
二
七
)

の
如
く
わ
ず
か
諸
大
乗
経
と
『
法
華
経
』
が
心
は
同
一
と
し
た
事
が
誘
法
の
根
源
と
述
べ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
し
て
此
等
の
事
を
考
え
て

『
立
正
安
国
論
』
を
予
言
の
書
と
し
何
度
も
再
読
し
、
そ
の
文
底
に
流
れ
る
聖
意
を
求
め
る
必
要
も
あ
ろ
う
。

さ
て
此
の
七
番
問
答
は

客
即
ち
和
い
で
白
く
「
経
を
下
し
僧
を
誘
ず
る
こ
と
一
人
と
し
て
論
じ
難
し
、
(
中
略
)
早
く
天
下
の
静
詮
を
思
は
ば
須
く
国
中
の
語
法

を
断
つ
べ
し
」

ま
で
で
あ
り
、
一
間
一
答
に
し
て
、
経
典
の
引
用
回
数
は
『
浬
柴
経
』
八
、
『
仁
王
経
』
一
、
『
法
華
経
』
一
、
の
計
十
回
で
あ
り
、
1
 
、
浬
柴

2
 
、
浬
柴

3
、
浬
柴

4
、
浬
柴

5
 
、
仁
王

6
、
浬
柴

7
、
浬
柴

8
、
浬
柴

9
、
浬
磐

的
、
法
華
の
順
序
と
な
っ
て
い
る
。
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①

七
番
問
答
主
客
の
要
旨

問
答
の
主
客
の
要
旨
は
、
主
人
の
答
が
は
な
は
だ
長
い
文
章
に
し
て
、
も
ち
ろ
ん
主
客
と
い
っ
て
も
聖
人
自
身
の
自
問
自
答
の
文
章
で
あ

る
事
は
当
然
で
あ
る
が
、
や
は
り
聖
人
の
力
点
を
伺
い
知
る
事
が
出
来
る
内
容
と
い
え
よ
う
。
ま
ず
客
は
法
然
の
『
選
択
集
』
に
見
ら
れ
る
、

捨
・
閉
・
閣
・
肋
の
ね
す
か
四
字
の
み
の
欠
点
、
い
ね
ゆ
る
白
玉
の
美
玉
の
中
の
ほ
ん
の
少
し
の
赤
い
さ
す
が
あ
る
事
を
な
じ
る
の
と
同
じ

ょ
う
な
も
の
で
、
わ
ず
か
な
事
を
そ
の
よ
う
な
狭
量
の
気
特
で
批
判
す
る
態
度
は
:
王
人
そ
の
人
が
迷
悟
・
賢
愚
の
分
別
が
出
来
な
い
ま
ま

な
の
か
是
非
は
定
め
が
た
い
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
ま
た
災
難
の
起
り
来
る
事
は
事
実
が
事
実
で
あ
る
故
に
、
そ
の
原
因
が
法

然
の
『
選
択
集
』
で
あ
る
と
す
る
事
を
伺
っ
た
が
、
原
因
が
そ
れ
に
よ
る
と
す
る
事
の
談
は
ま
た
別
に
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、
客
自
体
も

天
下
泰
平
国
土
安
穏
は
上
は
天
子
よ
り
、
下
は
大
衆
に
至
る
ま
で
誰
も
が
願
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国
や
人
々
が
滅
し
ほ
ろ
び
て
し
ま
え
ば
、

元
も
子
も
な
く
な
り
、
当
然
仏
法
も
仏
法
を
信
じ
る
人
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
事
と
な
る
の
で
(
安
国
論
の
結
び
は
、
実
乗
の
一
書
を
信
じ

て
、
国
は
安
泰
、
身
は
安
全
、
心
は
禅
定
と
し
て
い
る
)
そ
れ
故
に
国
が
乱
れ
る
災
難
を
止
め
る
方
法
が
あ
る
な
ら
ば
問
う
て
み
よ
う
と
す

る
一
歩
前
進
し
た
前
む
き
の
態
度
を
示
す
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
客
の
変
化
を
示
し
た
態
度
に
対
し
て
、
主
人
の
立
場
は
一
歩
へ
り
く
だ
り
、
己
の
心
の
表
白
で
は
な
く
、
ま
ず
経
文
に
つ
い
所
存
を

述
べ

(
此
の
事
は
聖
人
の
生
涯
を
一
貫
し
た
基
本
理
念
、
基
本
態
度
で
あ
る
が
)
語
法
の
人
を
禁
じ
て
、
正
道
の
伯
を
重
ん
ず
る
な
ら
ば
、

国
中
安
穏
に
し
て
天
下
泰
平
な
ら
ん
と
し
、
経
文
引
用
後
引
続
き
更
に
天
下
静
詮
を
思
は
ば
須
く
国
中
の
語
法
を
断
つ
べ
し
と
し
て
む
す
ん

で
い
る
。
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②

引
用
経
典

こ
こ
で
ま
ず
経
文
の
引
用
順
序
、
そ
の
大
意
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
左
記
の
如
く
な
る
。

l
 
、
浬
柴
経
に
云
く
(
北
本
巻
十
大
衆
所
問
品
)

仏
ノ
言
ハ
ク
、
唯
一
人
ヲ
除
イ
テ
…
…

○
持
戒
と
毀
戒
に
つ
い
て
の
経
文
に
し
て
、
持
戒
は
除
一
人
で
除
一
人
の
毀
戒
は
一
間
掟
の
誹
誘
正
法
の
徒
と
し
て
い
る
経
文
引
用

2
、
又
云
く
(
北
本
巻
十
二
聖
行
品
の
中
略
引
文
)

我
レ
往
昔
ヲ
念
フ
こ
、
閻
浮
提
二
於
テ
…
…

○
誹
誘
正
法
の
徒
を
殺
し
て
も
三
悪
道
に
堕
さ
な
い
と
し
て
い
る
経
文
引
用

3
、
又
云
く
(
北
本
巻
十
六
梵
行
品
)

如
来
ハ
昔
国
王
ト
ナ
ッ
テ
菩
薩
道
ヲ
行
ゼ
シ
時
…
…

○
如
来
が
苦
し
国
王
と
な
っ
て
多
く
の
婆
羅
門
の
命
を
断
じ
た
経
文
引
用

4
、
又
云
く
(
北
本
巻
十
六
梵
行
品
)

殺
二
三
有
り
。
謂
ク
下
中
上
ナ
リ
。
…
…

○
上
中
下
の
三
殺
生
を
こ
え
た
と
こ
ろ
の
、
婆
羅
門
を
殺
し
て
も
三
悪
道
に
堕
さ
な
い
経
文
引
用

5
、
仁
王
経
に
云
〈
(
巻
下
受
持
品
)

仏
波
斯
匿
王
二
告
ゲ
タ
マ
ハ
ク
、
是
ノ
故
二
諸
ノ
国
王
二
付
属
シ
テ
…
…
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○
法
を
僧
侶
で
な
く
伝
道
力
の
あ
る
在
家
の
王
へ
付
属
し
た
経
文
引
用

6
、
浬
柴
経
に
云
く
(
北
本
巻
三
寿
命
品
)

今
無
上
の
正
法
ヲ
以
テ
、
諸
王
・
大
臣
・
宰
相
及
ビ
四
部
ノ
衆
二
付
属
ス
。
…
…

○
法
を
正
法
を
守
る
力
の
あ
る
諸
王
等
に
付
属
す
る
経
文
引
用

7
、
又
云
く
(
北
本
巻
三
金
剛
身
品
)

仏
ノ
言
ハ
ク
、
迦
葉
、
能
ク
正
法
ヲ
護
持
ス
ル
因
縁
ヲ
以
テ
ノ
故
二
、
…
…

○
正
法
を
護
持
す
る
も
の
は
、
五
戒
を
受
け
ず
、
刀
・
弓
・
鉾
梨
を
持
し
て
も
金
剛
身
を
受
け
る
経
文
引
用
。

8
、
又
云
く
(
北
巻
三
金
剛
身
品
)

若
シ
五
戒
ヲ
受
持
セ
シ
者
有
ラ
バ
…
…

○
正
法
護
る
も
の
は
五
戒
を
受
け
ず
、
刀
・
器
侯
を
持
し
て
い
て
も
持
戒
者
で
あ
る
経
文
引
用
。

9
、
又
云
〈
(
北
本
巻
三
金
剛
身
品
)

善
男
子
、
過
去
ノ
世
二
、
此
ノ
拘
戸
部
城
二
於
テ
…
…

○
有
徳
王
(
釈
迦
前
世
)
覚
徳
比
丘
(
迦
葉
前
世
)

の
正
法
護
持
の
讐
喩
に
し
て
、
戦
争
を
し
て
も
正
法
を
守
る
者
は
法
勲
法
功
と
な

り
、
成
仏
の
因
と
な
る
事
を
説
い
た
経
文
引
用
。

1
 
0
、
法
華
経
に
云
く
(
讐
喩
品
)

若
シ
人
、
信
ゼ
ズ
シ
テ
此
ノ
経
ヲ
毀
誘
セ
バ
…
…

○
仏
種
を
断
ず
る
者
は
、
地
獄
に
堕
す
経
文
引
用
。

概
略
右
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
聖
人
の
経
文
引
用
の
準
備
順
序
が
、
如
何
に
誘
法
思
想
と
正
法
護
持
に
重
点
を
お
き
、
労
を
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な
し
た
文
章
で
あ
る
か
が
理
解
さ
れ
、
そ
の
根
底
に
流
れ
る
『
立
正
安
国
論
』

の
情
熱
と
思
想
が
脈
う
っ
て
い
る
。

③

問
題
点
そ
の
一

世
界
的
宗
教
の
条
件
と
し
て
は
、
い
つ
い
か
な
る
世
で
も
、
い
ね
ゆ
る
三
世
十
方
に
わ
た
り
、
受
け
い
れ
ら
れ
る
思
想
、
教
で
あ
り
、
常

に
時
代
を
越
え
た
普
遍
性
を
必
要
と
す
る
が
、
法
華
経
、
日
蓮
聖
人
の
教
は
そ
の
位
置
に
あ
る
事
は
申
す
迄
も
な
い
。
そ
れ
故
に
、
如
何
な

る
国
に
於
い
て
も
、
如
何
な
る
戦
争
と
平
和
の
時
代
に
於
い
て
も
、
衆
生
を
済
度
し
、
導
く
べ
き
応
用
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
が
『
立
正

安
国
論
』
も
例
外
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
此
の
第
七
番
問
答
の
内
容
は
多
く
の
問
題
点
が
含
ま
れ
て
お
り
、
多
く
の
方
面
の
視
点
よ
り
研
究

し
、
論
を
交
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
々
あ
る
。

ま
ず
そ
の
一
例
と
し
て
、
『
立
正
安
国
論
』

は
も
と
よ
り
、
聖
人
一
代
の
思
想
の
内
容
と
、
鎌
倉
時
代
の
聖
人
の
思
想
背
景
と
な
っ
た
政

治
経
済
社
会
等
の
在
り
方
と
、
現
代
の
学
問
、
科
学
文
明
の
発
展
に
よ
り
、
宇
宙
や
太
陽
系
、
地
球
を
知
り
、
歴
史
を
知
り
、
海
外
交
流
も
楽

に
出
来
る
時
代
を
考
、
え
、
ま
た
原
子
力
の
第
三
の
火
の
時
代
に
入
り
、
人
類
滅
亡
の
科
学
兵
器
の
存
在
す
る
時
代
に
な
っ
た
今
日
で
の
『
立

正
安
国
論
』

の
と
ら
え
方
を
如
何
に
し
た
ら
よ
い
の
か
、
人
類
存
続
、
国
家
社
会
、
政
治
経
済
等
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
ら
よ
い
の
か
重

要
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
『
立
正
安
国
論
』

は
聖
人
の
誓
願
浄
仏
国
土
の
一
パ
タ
ー
ン
で
も
あ
り
、
ま
た
我
等
の
菩
薩
行
と
も
な
る
も
の

で
あ
り
、
そ
し
て
人
類
の
願
う
平
和
へ
の
道
標
と
し
て
、
正
法
帰
依
と
正
法
護
持
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
。

更
に
昭
和
五
十
六
年
の
七
百
遠
忌
を
過
ぎ
た
今
の
時
点
で
見
る
な
ら
ば
、
滅
後
、
南
北
朝
、
室
町
、
戦
国
、
安
土
桃
山
、
江
戸
、
明
治
、

大
正
、
昭
和
戦
前
、
戦
後
と
移
り
変
る
時
代
の
中
で
、
『
立
正
安
国
論
』
は
先
師
に
よ
り
奏
上
さ
れ
、
あ
る
い
は
論
じ
ら
れ
な
が
ら
も
重
要
御

書
と
し
て
大
事
に
さ
れ
て
来
て
い
る
。
し
か
も
此
の
六
百
年
は
ほ
と
ん
ど
内
典
の
中
と
の
関
係
を
考
え
る
事
の
み
多
く
、
「
権
実
判
」
を
表
に
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出
し
た
時
は
教
団
は
拡
張
し
、
「
本
迦
判
」
を
表
に
出
し
た
時
は
大
き
く
分
裂
へ
の
道
を
た
ど
り
、
ま
た
分
列
も
一
面
に
は
教
団
の
躍
進
と
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
此
の
拡
張
に
は
必
ず
何
等
か
の
先
師
の
汗
難
辛
苦
の
努
力
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
江
戸
期
は
安
定
し
た
徳

り
の
為
政
者
と
し
て
実
美
な
ま
で
の
寺
社
奉
行
、
檀
家
制
度
の
も
と
、
一
家
一
身
の
安
泰
を
祈
る
こ
と
が
表
面
化
し
、
そ
の
後
明
治
百
年
は

新
た
に
神
道
と
の
関
係
を
一
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
し
て
戦
後
を
迎
え
て
い
る
。
そ
し
て
戦
後
の
今
日
は
、
百
花
咲
き
乱
れ
る
が

如
く
、
法
華
関
係
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
以
外
の
種
々
の
新
興
宗
教
の
時
と
な
り
、
そ
の
教
の
浅
深
に
関
係
な
く
多
造
塔
寺
の
様
相
を
示
し
て

い
る
。
・
・
当
に
、
権
実
・
本
述
・
教
観
の
み
で
な
く
、
そ
の
初
門
た
る
内
外
判
を
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
∽

更
に
海
外
伝
道
を
考
え
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
思
う
事
は
当
然
な
が
ら
、
単
な
る
五
段
相
対
の
初
門
の
内
外
判
の
論
理
の
み
な
ら

ず
、
今
こ
そ
『
親
心
本
尊
抄
』

の
四
種
三
段
の
第
五
三
段
、
本
法
三
股
の
意
義
が
世
に
問
わ
れ
る
事
と
な
り
、
そ
の
教
を
よ
く
会
得
し
た
立

場
を
骨
子
と
し
て
、
『
立
正
安
国
論
』

の
精
神
を
世
に
伝
道
し
、
世
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
も
考
、
そ
ら
れ
る
。

※
日
蓮
聖
人
の
日
蓮
聖
人
た
る
と
こ
ろ
は
、
い
づ
れ
の
時
も
、
そ
の
人
の
信
仰
態
度
、
思
想
の
批
判
が
中
心
で
、
他
の
権
力
云
云
や
私
生

活
の
批
判
は
一
切
問
題
と
し
て
い
な
い
聖
者
で
あ
る
事
は
知
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。


